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○琵琶湖総合開発以前の状況を考慮して議論すべきである。ヨシの問題は、河川管

理者から琵琶湖部会に審議の諮問をしてもらいたい。第２回流域委員会でのある委

員の発言は、「時期を切って問題を検討すべき」と言うことであり、この意見は受け入

れられたと解釈している。（傍聴者）

○琵琶湖総合開発の功罪も、当然ながら論議の対象となる。ヨシを含む水と陸との推

移帯の問題などをも含め水位変動に関しても意見をまとめるが、中心は長期的な問

題であり、すぐにでも何かを起こすようなことを求めるのは、この部会あるいは流域委

員会の行うことではなく、また無理である。また、最後の「解釈」については、私はその

ようには理解していない。（部会長）

○長期的な水位管理の問題などについては、流域委員会や部会で議論して頂くこと

である。短期的問題については、琵琶湖工事事務所または県で扱うべき内容である。（部

会長、河川管理者）

決定事項

○第２回部会（６月８日）は現地視察とし、ほぼ終日行う。

○第３回部会（６月下旬）も現地視察とし、ほぼ終日行う。開催日については、当初夕方

に部会を開く予定だった６月２５日（月）などについて委員の出席可能状況を聞き、そ

の結果によって決める。

○開催場所は、できるだけ琵琶湖沿岸ないし流入河川の近くで行い、また費用の節減

を図る。

○会議の時間は、当初予定の２時間よりも長くなることを覚悟して、論議を進めるよう努

力する。

以上

5.

（主な発言内容）

○基準水位のとりかたが歴史的に変更されている筈なので、そのままの数値では論じ

られないのではないか。（委員）

○もしそうなら、次回までに補正した変動値を、河川管理者は提出すること。（部会長）

○治水・利水の施策だけではなく、総合的な視点からの「ソフト」な施策についても説

明すべきである。（委員）

○河川法改正によって、自然環境保全が目的化されたのだから当然であり、おいおい

出てくる筈と考える。また、国土交通省の所管範囲を超えて論議する必要も、当然生

じるかも知れない。（部会長）

○引用した資料の出所については、それを明示すること。それがないと、精度などに対

する信頼性が失われる場合がある。（部会長）

○琵琶湖の漁獲量の変化に関するデータがあるが、総漁獲量ではなく、保護政策を行

っているアユとその他とを分けて見た方が個 の々生物種の変動が明確になる。（委員）

○琵琶湖と下流の水位が双方ともに上がったときなどの、洪水対策は現在までどうであり、

これからはどうするのか。（委員）

○双方が同時に極めて危険になるような雨の降りかたは、過去にはなかった。今後とも

そのような危険性はほとんどないと想定しているが、そのような場合がもし起こった場

合には、その時に最善の対応について一所懸命に検討し、判断したい。（河川管理者）

○シミュレーションによって、どのような条件下でそのようなことの起こる可能性があるか、

情報を出してもらうことを要請する。（部会長）

○現状について、国土交通省が知っていること、委員や住民各位が知っていることを合

わせていきたい。今日は、前者を開示したものである。（河川管理者）

○可及的速やかに、各委員の現状把握と認識とを開陳する機会を作りたい。また、「河

川管理者」側はむしろ自分に不利な問題点を積極的に掘り起こし、その一つ一つを

解決していく姿勢ですべての場合に臨むべきである。（部会長）

傍聴者との意見交換

○１名の傍聴者から、湖岸侵食についての資料配付の要望があり、了承して配付された。

（主な発言内容）

○一般からのさまざまな情報は、今回の資料配付のように大いに歓迎する。ただし、委員・

「河川管理者」・庶務が配付するものとは区別する。（部会長）

○琵琶湖問題をこのような場で議論することは初めてで、期待している。過去だけでは

なく、現在起こっている問題を現場調査して対策を立てて欲しい。（傍聴者）
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●「琵琶湖の水位管理について―瀬田川洗堰の操作」












